
平成 20 年度(2008 年度) 第２回箕面市都市計画審議会 議事録 

●日 	時 平成 20 年７月 23 日(水曜日)

午後２時 00 分開会 

午後３時 55 分閉会 

●場 所 箕面市議会委員会室 

●出席した委員 

委 員   大石 吉部

 委 員   笹川 秀司

 委 員   弘本 由香里 

委 員   舟橋 國男

 委 員   増田 京子

 委 員   北川 照子

委 員 神田 隆生 

氏 委 員 二石 博昭 氏

 氏 委 員 藤井 稔夫 氏

氏 委 員 笹川 吉嗣 氏

 氏 委 員   松永  昭  氏

 氏 委 員 島村 治規 氏

 氏 委 員 島谷 康史 氏

氏 委 員 松井 治男 氏

委員 14 名 出席 

●審議した案件とその結果 

案件１ 北部大阪都市計画高度地区の変更について【付議】 

賛成多数につき、原案どおり議決 

案件２ 北部大阪都市計画彩都粟生地区地区計画の変更について【付議】 

賛成多数につき、原案どおり議決 

案件３ 北部大阪都市計画用途地域の変更について【諮問】 

賛成多数につき、原案どおり答申 

案件４ 箕面市景観計画の変更について【諮問】 

賛成多数につき、原案どおり答申 
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●事務局（上岡） 

定刻になりましたので、ただ今から、

平成 20 年度第２回箕面市都市計画審議

会を始めさせていただきます。 

まず始めにマイク操作の確認をさせ

ていただきます。テープの録音とこのマ

イク操作とが連動しておりまして、後の

議事録作成にも影響がございますので

よろしくお願いします。 

各委員におかれましては、発言前に前

のマイクの足元にある青いボタンを押

してからご発言をお願いいたします。次

の方が発言される際には、次に発言され

る方がご自分の前の青いボタンを押し

ていただきますと先にお話しいただい

た方のマイクの電源が自動的に切れる

ようになっております。なお、進行を進

めていただきます議長のマイクは常時

つながった状態になっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

なお、増田会長におかれましては、ご

都合により欠席される旨の連絡を頂い

ておりますので、本日の議事進行につき

ましては、箕面市都市計画審議会設置条

例第５条第３項の規定により舟橋委員

に会長の職務代理をお願いしておりま

す。 

また、出席しております市職員の服装

につきまして、上着やネクタイを着用し

ない軽装による「夏のエコスタイル運

動」を実施しておりますのでよろしくお

願いします。 

それでは舟橋委員、よろしくお願いい

たします。 

●舟橋会長職務代理 

皆さんこんにちは、本日は、皆様にお

かれましては、公私大変お忙しい中、ま

た猛烈な暑さにもめげずに、ご出席を賜

り厚くお礼申し上げます。 

また平素は、本審議会の運営に関しま

して、格段のご支援ご協力を賜り、重ね

て厚く重ねてお礼申し上げます。 

本日は増田会長がご欠席ということ

で、私が議事進行を代行させていただき

ますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

それではこれより平成 20 年度第２回

箕面市都市計画審議会を進めて参りま

す。では、事務局より所定の報告をお願

いいたします。 

●事務局(上岡)

定足数の確認についてのご報告をい

たします。 

本日の出席委員は、委員 18 名中 14 名

でございます。過半数に達しております

ことから、箕面市都市計画審議会設置条

例第６条第２項の規定により、会議は成

立いたすものでございます。 

なお、増田会長のほか、小枝委員、牧

原委員より欠席する旨のご連絡があり

ましたことを併せてご報告申し上げま

す。以上でございます。 

●舟橋会長職務代理 

ありがとうございました。ただ今のご

紹介のとおりでございます。 

次に、市長さんからご挨拶の申し出が

ありますので、お受けしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

●藤沢市長 

みなさん、こんにちは。昨日は暦の上

では大暑、最も暑い季節であります。日

本海側では 37 ℃を超したという、本当

に暑い中、公私何かとご多忙中にもかか

わらず、ご出席をいただきまして誠にあ

りがとうございます。 

平素は、本市都市計画行政をはじめ、

行政各般にわたりまして、多大なご協力

をいただいておりますことをこの場を
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お借りいたしまして厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、本日ご審議をお願いしておりま

す案件といたしましては、彩都地区の事

業進捗に伴います３つの案件、そして景

観計画の変更のあわせて４案件でござ

います。 

彩都地区関連といたしましては、付議

案件といたしまして「北部大阪都市計画

高度地区の変更について」、「北部大阪

都市計画彩都粟生地区地区計画の変更

について」、そして諮問案件といたしま

して「北部大阪都市計画用途地域の変更

について」であります。 

これら３案件につきましては今年２

月の都市計画審議会において報告いた

しました後、パブリックコメントあるい

は都市計画法第 16 条に基づく案の縦覧

を経て作成した都市計画案の内容につ

きまして、都市計画決定に向けご審議い

ただくものです。 

また、「箕面市景観計画の変更」につ

きましては、彩都地区の都市景観形成地

区を区域拡大するにあたり、景観計画を

変更するため審議会のご意見を伺うべ

く、諮問するものであります。 

委員の皆様方におかれましては、どう

かそれぞれのお立場から、慎重かつ活発

なご審議をお願い申し上げる次第であ

ります。 

以上、誠に簡単ではございますが、開

会にあたりましてのご挨拶といたしま

す。よろしくお願いいたします。 

●舟橋会長職務代理 

ありがとうございました。 

ただ今のご挨拶にもありましたよう

に、付議案件２件、諮問案件２件、合計

４件についてご審議いただく予定でご

ざいます。 

それでは、審議に入ります前に、市長

さんから付議、諮問をお受けしたいと存

じます。よろしくお願いいたします。 

※市長が会長の前へ進み、 

付議、諮問書を読み上げる。 

↓


（付議、諮問書受領） 


本日の審議は、午後４時ぐらいを目途

に終了したいと考えております、よろし

くご協力くださいますようお願いいた

します。 

それでは最初に審議の進め方でご

ざいますが、ただ今ご紹介のありま

した４件のうち、案件１、案件２及

び案件３は全て国際文化公園都市、

彩都地区の都市計画変更に関する案

件ですので、ご説明は一括してお受

けして、その後に質疑を行い、各案

件ごとに議決を行うと、このように

進めて参りたいと思いますがよろし

いでしょうか。 

（異議なしの声） 

それでは、そのように進めて参りま

す。案件４はその後ということにさせて

いただきます。 

それでは、最初に案件１「北部大阪都

市計画高度地区の変更について」、案件

２「北部大阪都市計画彩都粟生地区地区

計画の変更について」、案件３「北部大

阪都市計画用途地域の変更について」、

市より説明をお願いいたします。よろし

くお願いいたします。 

案件１ 北部大阪都市計画高度地区

の変更について【付議】 

案件２ 北部大阪都市計画彩都粟生

地区地区計画の変更について【付議】

案件３ 北部大阪都市計画用途地域

の変更について【諮問】 

- 3 
-



●市（まちづくり政策課 藤田担当主

査） 

＜案件説明＞ 

●舟橋会長職務代理 

どうも大変わかりやすい説明をあり

がとうございました。おつかれさまでし

た。それではただ今案件１、案件２、案

件３あわせて２月の本審議会での説明

とその後の変化、その後の公的な各種手

続きをふまえた、原案といいますかご説

明いただきました。色々とご意見もあろ

うかと存じますのでこれから質疑応答

等行いたいと思います。どなたからでも

またどの論点からでも結構ですのでご

意見等お願いいたします。はい、神田委

員どうぞ。 

●神田委員 

本日の４案件を検討する前提問題と

して質問をしておきたいと思います。と

いいますのもこの国際文化公園都市、彩

都の事業は、東部地区は少なくともＵＲ

は事業は撤退するということが表明さ

れて、中部地区も今のところ事業を進め

る計画はないと聞いております、そうで

あれば全体計画は大きく変更になった

という今の時点でですね、西部地区だけ

そのままやっていいのかと、西部地区は

やったら成功するのかということが当

面の焦点になっていると思っているん

ですが、その点で西部地区でＵＲが売り

出している保留地の処分価格がどうな

っているのか、保留地の処分がどのよう

に進んでいるのか、そのへんわかってい

ればご答弁いただきたいんです。 

●武藤専任参事 

彩都、水緑、桜井再整備担当の武藤で

ございます。保留地の価格という話でご

ざいますんで、19 年度の時点ではです

ね、ＵＲの保留地処分につきましては、

約５倍から６倍という話を聞いており

まして、西部地区については非常に順調

だということを聞いております。 

●舟橋会長職務代理 

神田委員どうぞ。 

●神田委員 

茨木の私どもの市議会議員団が調査

したところではですね、保留地の平均処

分価格が１㎡あたり 10 万円だと報告さ

れています。もともと当初の事業にあた

っては、保留地の処分金が１㎡あたり

23 万８千円で処分するという前提のも

とで、この事業が構築されてきたわけで

すけれども実態としては 10 万円で、実

際どれだけ売れているのかということ

でいけば、保留地は 60ha 西部地区で売

り出す予定らしいですが、まだ処分率が

ＵＲの換地も含めてもですね31％ 、18ha 

しかまだ処分できていないと、このまま

いけば、茨木の議員団の試算では、500 

億円以上の欠損金が西部地区だけでも

でると見込んでいるという状況で、この

まま西部地区で事業を進めていくとい

うことが、妥当なのかどうなのかという

ことが今問われる段階に来ていると思

うんですね。そういう意味で私はこの事

業はとりあえず一旦西部地区も凍結し

て、事業を止めて、市民的に見直しの議

論や検討を行っていくということが必

要だと考えています。箕面市でいきます

と少なくとも西部地区がこのまま造成

されて、人が住む住まないにかかわらず

ですね、まち開きがされていくと、全体

として 157 億の事業をここでするとい

うことがかつて見込んでいるわけです

ね、少なくともＵＲと協議を進めており

ます国文４号線区域外だけでも 65 億の

事業費が見込まれるわけで、はたして十

分な情報公開もなしに十分な検討や議

論もなしにこういうことが今の段階で、
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すっとなされていいのか。それと今回の

４つの案件というのは連動してますん

で、そういう意味でこの４つの案件を検

討する前提問題として、事業として止め

て見直すということが必要だと思って

いるんですが、その点事務局のほうどの

ようにお考えなのかご答弁お願いしま

す。 

●武藤専任参事 

お答えになっている部分があるかど

うかわかりませんけれど、彩都のＵＲの

事業のことなんですけれど、まず土地区

画整理事業によって整備、開発を進めて

いるところであると、先ほど神田委員か

ら東部、中部地区については、東部地区

については撤退、中部地区については事

業が進められていないということでご

ざいますけれども、大阪府におきまして

は引き続き西部地区の良好なまちづく

りを推進するとともに、中部地区への施

設誘致に積極的に取り組んでいくと聞

いております。一方、マスコミでは東部

地区の開発撤退とか事業縮小と報道さ

れているところでございますが、平成

19 年度におきましてですね、独立行政

法人都市再生機構の事業再評価監視委

員会がございまして、その監視委員会で

は彩都の事業につきましては計画を見

直した上で事業継続という対応方針が

示されているところでございます。また

ＵＲ都市機構といたしましては東部地

区について平成 25 年までに事業完了

と、平成 30 年度までに用地の処分の完

了が見込めないので、都市機構施行は困

難だが、彩都事業としては計画を見直し

た上で事業継続ということが公表され

ている所です。東部地区についてはです

ね、どのような計画を見直されていくの

か、事業を継続していくのかは、今後土

地所有者との話し合いとか、国、府、市

との行政機関等の関係者によって協議、

調整が進められていくものと考えてお

ります。 

国文４号線でございますけれども、本

市としては、国文４号線特に地区外、区

域外におきましては、防災上行き止まり

になりましては、防災安全上問題もござ

いますし、それから交通のネットワーク

上、地区外の道路の整備は必要と考えて

いるところでございまして、25 年とい

うようなＵＲのニュータウン事業から

の工事についてはできないということ

ですんで、早く今現在ＵＲと詰めてです

ね、25 年までに整備が進められるよう

な形でですね、協議を進めているところ

であって、コストの縮減も含めまして現

在協議中でございますので、今の状況を

報告させていただきました。 

●舟橋会長職務代理 

はい、神田委員。 

●神田委員 

その通りだと思うんですが、逆に私自

身はこの事業はやがて行き詰まるだろ

うと思ってましたが、これだけ早く国が

閣議決定してＵＲの撤退時期をわっぱ

はめてしまったということで、平成 25 

年に撤退ということが決められてます

から、逆にいつのうちか事業が収束して

いくんじゃないかと思ってたんですが、

逆に 25 年までに終わらんといかんので

造成をしなければならない、今山が大き

くはぎ取られて無惨な山肌がさらけ出

されて、粟生の地域へ行きますと、みん

ななんちゅうことをするだということ

で、これまで見えてなかった造成工事が

目の前で日々刻々山が変化していくと

いう姿が展開されていますんで騒然と

した状況になっていますし、ご答弁あり

ましたように、国文４号線の区域外につ

きましても多分できないじゃないかと
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いうふうに思ってましたら、25 年まで

に目処つけるということで今議論がさ

れてると、この国文４号線の区域外につ

きましても茨木能勢線まではＵＲが事

業費の４分の１を負担するという前提

で事業が進められてきましたけれども、

少なくともそのバイパス区間以後は箕

面市が山麓線までやると、山麓線まで山

麓線と同じ 16 ｍ道路をつないでいくと

仮にたくさん車が国文４号線走るとな

れば、今でも土日や朝夕は渋滞がひど

い、まして帝釈寺の前の道は歩道もない

ような状況ですんで、そこへ 16 ｍ道路

をつけるということ自身も現況からみ

てもちょっと無理があると思っていま

す、そういうことも含めてですね、やっ

ぱり改めてこの事業を再検討する市民

的な市民の目線でですね見直していく、

今、ＵＲと市や府、阪急も含めた関係事

業者が集まってですね、事業をどう進め

ていくかとどう収束するかということ

で、そろばんひきひき協議をされている

だろうと思うんですけれども、それでは

あまりに不十分で、まち開きされた後で

色んな問題を被るのは私たち住民です

んでね、そういう意味ではこの市民的な

議論、情報公開した上での市民的な議論

をとうしてですね、情報をつまびらかに

して、事業がどうなっているのかいうこ

ともつまびらかにして、事業をとりあえ

ず止めて、最低限の事業費で土地区画整

理事業を完了すると、いうようなことが

必要だと思っています。何か答弁があれ

ばお答えいただきますか。 

●舟橋会長職務代理 

今までの神田委員の一連のご主張に

対して市から回答ありますか。それでは

藤沢市長お願いします。 

●藤沢市長 

神田委員の色んなご指摘を受けてお

答えするわけですが、まずは大規模開発

についての試算これは今担当課で計算

のし直しをさせております。いずれかの

段階ではこの点についてもお知らせで

きると思っております。また区域外の国

文４号線につきましては、私は箕面の道

路整備計画を全般的に見直す必要があ

ると考えております。山麓線につながる

となれば、市内交通に影響がありますか

ら、そのことも勘案しながら検討を加え

ていきたいと思っておりますので、その

点はよろしくお願いしたいと思います。

●舟橋会長職務代理 

はい、ありがとうございました、他に

ご意見ございませんでしょうか。案件

１，２， ３、先ほどのご説明の範囲でご

ざいますが、はい、松永委員どうぞ。 

●松永委員 

高度地区についてちょっとお伺いし

たいんですけれど、地区計画でかなり厳

しいあるいは良好な条件を付している

のでいいと思うんですけれども、３の

17 ページのところでわかりやすく断面

かいているんですけれど、その断面図の

中で地区施設の道路、道路よりも低い宅

地を造成しているようなんですけれど

もあまり好ましくないのではないかと

思います。ただ道路より低い宅地ですの

で道路の高さまで土盛りをして建築の

計画をされるというようなこともあろ

うかと思いますが、その場合は盛った

土、道路の高さといいますかそこからの

高さの制限がかかってくると理解して

よろしいんでしょうか。 

●舟橋会長職務代理 

いまのは３の 17 ページの上の図、も

しくは新しく３の 20 ページの下に同じ

ような断面ございますが、拡幅の幅が大

きくなっているということでございま

すが、今の地盤面の構成とか高さ制限の
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起点とかいうことについてご回答願い

ます。 

●岡課長 

まちづくり政策課の岡でございます。

よろしくお願いいたします。３の 20 ペ

ージの断面図が今回地区計画で定めよ

うとしてる内容でございます。確かに今

現在の計画では道路面より地盤面が下

がっているということがありますが、今

後建て替えの際とか実際の事業計画時

に地盤面が上げられるんじゃないかと

いう危惧をおしゃっておられると思い

ます。現在定めている内容につきまして

は実際の地権者とどういう土地利用が

できるかということも含めて協議しな

がら現実的なところで基準を定めてい

るということがありますので、まずはこ

の計画で地盤面をさわったりするよう

な計画がされることはないと説明は受

けています、ただ今後地盤面が道路に上

げられる可能性があるかどうかについ

ては市でも危惧しておりまして、地区計

画の中で地盤面について上げたり下げ

たりしないような規制をするというこ

とは法律の定め上、地区計画の中ででき

ないとなっております。ただそういうこ

とに一定配慮するという意味で、３の

21 ページで道路斜線で制限できないか

と考えて今回追加しているしだいです。

壁面後退をしますと道路斜線が緩和さ

れ、建物が高くなるということも想定さ

れます。そういった場合にも今の現状の

高さが保てるようにということでこの

道路斜線の制限を強化しているという

ことで配慮しているということです。 

●舟橋会長職務代理 

他にご意見ありませんでしょうか、は

い増田委員お願いします。 

●増田委員 

私も地盤面心配だったんですけれど

もその前にといいますか、一つ今回の修

正は、地区施設道路をですね８ｍから

12 ｍに増やした、そして低層住宅地から

の空間の幅を広げたと、前回の議論の中

では道路幅８ｍでも６ｍ後退させるだ

けで十分だというお答えだったんです

よね、それをあえてこういうふうにより

広くされた理由をもうちょっと詳しく

お聞かせいただきたいのと、それから建

てる方の計画戸数は変わってくるんじ

ゃないかなと思うんですけれども、その

辺は変わらないんでしょうか。 

●舟橋会長職務代理 

岡課長どうぞ。 

●岡課長 

まず１点目なぜ変更したかというこ

とですけれども、市といたしましても事

業者と協議しまして最大限配慮という

ことで、前回は８ｍ道路を公共空間とし

て確保して、６ｍの壁面後退と考えてお

ったんですが、この前の都計審の意見も

受けましてさらにより配慮できないか

ということで検討した結果こういう形

になったんです。より強化する形でより

配慮ができたと考えているということ

です。計画戸数ということですが、容積

率は変わりません、一定の制限の中で使

えるだけの容積を使って計画していた

だくとことになりますんで、後は計画し

だいでこの規制によって計画戸数が上

がるか下がるかということにもなって

きますんで、どういう計画を立てるかに

よりますので、どれくらいとか、上がる

か下がるかどうかはよくわからないで

す。 

●増田委員 

それはわかりました、もう一度今の地

盤面なんですけれども。そのために３の

21 ページにある１対 1.25 にしたという

ことですけれども、本当にこれで確保で
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きるのかどうかということも本当に疑

問なんですけれども、斜線があるのでそ

れ以上結局高いものが建てられなくな

ると考えていいんでしょうか。地盤面が

あがったとしても。 

●岡課長 

道路斜線につきましては、あくまで道

路の対側から１対 1.25 となりますので

起点は変わらないんで、道路斜線が地盤

との関係でこれ以上緩和されるという

ことはないんです。 

●舟橋会長職務代理 

よろしいですか、他にご意見ございま

せんでしょうか。はい、大石委員どうぞ。

●大石委員 

今のご質問と関連があるんですけれ

ども今回議案としてでてる中ではです

ね、用途地域の変更とか、高度地区の変

更とかがでてるんですけれどこの変更

については当然発生交通量も変わって

くるし、計画人口も変わってくるし、そ

の辺の関係からいうと当初計画をいら

うということはないわけですか。 

●岡課長 

今回の用途地域の見直しにつきまし

ては、人口計画の変更を前提にはしてお

りません。あくまでも現行の計画の中で

土地利用としてより密となるような住

宅地を駅周辺に作っていったというこ

とで、こちらで密になれば別のところで

疎になるということですので、特に全体

の事業計画の変更は人口についてはな

いです。 

●大石委員 

意見ですけれども、高度地区の変更と

か、用途地域の変更そのものについては

厳密に言えば計画人口が変わってくる

わけですね。容積が増えるために変わっ

てくるというのが通常の考え方なんで、

それを無視したような形で用途地域の

変更をなさるということが意に介せな

いということでちょっと質問させてい

ただいたわけです。資料の別冊でです

ね、４ページにですね、都市計画の変更

に関する市の意見等についての資料が

あるんですけれど、その中で、都市計画

の変更に関するものは特にないという

ことなんですが、その次の下の所に１

番、２番、３番と３つの意見がでてるこ

とに対して市の考え方が書いてあるん

ですけれど、ちょっと私の理解の仕方が

まずいんかもわかりませんが、まず一番

目の問題なんですけれども、工事の着手

前と同様の水量維持を確保すべきであ

るという市民の方の意見に対して、市の

考え方としては関係権利者と協議され

ていますということなんですが、これ、

受け止め方によっては関係権利者と協

議しているから問答無用やというふう

な受け止め方がされる可能性が強いと

思うんですね文章表現では、ですから関

係権利者と協議しているからそれでい

いだろう、いうふうな受け止め方される

んで、文章のあり方についてはちょっと

慎重に配慮されたほうがいいんじゃな

いかと思いますので、これは意見ですの

で。 

●舟橋会長職務代理 

はい、ありがとうございました。ご配

慮いただきたいと思います。他にご意見

等ございませんか、松井委員お願いしま

す。 

●松井委員 

先ほどの地区施設で設けます道路の

ことなんですが、先ほどの説明ではこれ

は区画整理上の公共用地でなくて、宅地

として道路を造るということを説明で

おっしゃいましたんですが、この部分の

道路ですね、将来は箕面市にこの地権者

が宅地で換地を受けて箕面市に移管す
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るということなんでしょうね。維持管理

はどういうふうに。 

●舟橋会長職務代理 

道路の法律的性格についてご説明願

います。 

●岡課長 

二次開発で道路整備されて市に帰属

されるということです。 

●松井委員 

ということは用地はただで地権者が

出すということですね、減歩を５割受け

ていると思うんですねこの地権者は多

分ですね、それ以外にさらに無償で寄付

採納するということになるんでしょう

か。 

●岡課長 

通常の開発どおり、開発に必要な道路

については、事業者の側で設けていただ

いて、市に帰属していただくということ

になります。 

●舟橋会長職務代理 

よろしいでしょうか。他にご意見等ご

ざいませんでしょうか。北川委員、お願

いします。 

●北川委員 

直接には関係ないんですけれどもね、

彩都の中だけではなくて、その横の近隣

の間谷住宅ですよね、間谷住宅との道路

の取り付けについてとかそういうこと

の調整とか、ちゃんとできているんです

かね、今間谷住宅の人と色々お話してい

ますと南部の東西に走ります太い道路

ですね、これがバス通りとずれていると

住宅の前にどんと太い道路が当たると

これは危険じゃないかということで何

人の人からも意見を聞いているんです

けれども、こういった道路の隣接の住宅

地との道路の取り付けについてはどの

ような所まで調整されているのかお聞

きしたいんですけれども。 

●武藤専任参事 

多分、周辺道路との兼ね合いだと思う

んですけれども、まず宅地整備しますと

使用収益開始というか使える状態にな

ると、使える状態になる前に当然周辺の

自治会の方との調整もございますし、市

の交通規制、例えば一方通行するとか、

規制がかけていかなければならない部

分もありますんで、そのことにつきまし

ては、事業者、供用開始する前にですね

道路管理者及び市の関係者と地元関係

者も含めましてですね、規制のあり方と

か対応の方法について調整してですね、

まとまった上で規制もしくは供用開始

していくというような運びになってい

くということでございます。 

●北川委員 

そうしましたら、近隣の住宅地とは取

り付けの状態とか、全部同意を得てると

いうことでよろしんでしょうか。 

●武藤専任参事 

同意というか、今後、多分おしゃって

いるのは、外大、大阪大学の入り口の東

側というか今造成中の所だと思うんで

すけれど、幹線道路と挟まれた間谷住宅

との挟まれたところかと思うんですけ

れども、そこについては色々と住民から

もしくは議員さんからも交通対策の話

として聞いてますし、市の交通政策も把

握していると思うんで、その点について

は検討されていっているところと聞い

てますんで、また右折レーンとかも含め

まして対応調整はやっているというこ

とです。 

●舟橋会長職務代理 

はい、ありがとうございました。他に

ご意見等ございませんか。笹川吉嗣委員

お願いします。 

●笹川（吉）委員 

先ほど神田委員からも何回も発言あ
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りました、４号線といいますか、勝尾寺

川をまたいで山麓線へでてくるその道

路について、今説明ではＵＲとしては撤

退する 25 年度までには目処をつけたい

というお話もあったようですけれども、

先ほど説明では平成 21 年に供用開始し

たいという計画で進んでおりますけれ

ども、そのＵＲの敷地内を通過してくる

分はいいと思うんですけれども、勝尾寺

川をまたいで山麓線へでてくるところ

はですね、もちろん 100 ％民有地でもあ

りますし、田畑もありますということ

で、一部耳にしておるんですけれども、

その地域について区画整理事業をやり

たいという話も一部聞いてますんで、そ

のへんも促進していただいて、その道路

をつなぐということも努めてやってい

ただきたいとこういうふうに思います

んで、これは要望ですんでよろしくお願

いいたします。 

●舟橋会長職務代理 

はいありがとうございました。 

他にご意見等ございませんでしょうか。

それでは特にないようですので、採決に

移りたいと思います。よろしゅうござい

ますね。それでは、まず案件１につきま

して、北部大阪都市計画高度地区の変更

について付議された案が妥当と判断し

て原案どおり議決してよろしゅうござ

いますか。 

（神田委員、異議あり） 

●神田委員 

前提問題の話として質問しましたよ

うに私はこの変更４つの案件ですね、４ 

つの案件共々事業を全体として前に進

めると、さらに造成工事、西部地区を推

進するということが前提の案件になっ

ていると思いますんで、そういう意味で

今やっぱりいいましたように一旦凍結

して情報公開して事業終結に必要最小

限の事業費に圧縮してですね、この西部

地区の事業を終わらせるということが

必要だと思いますんで、反対を表明して

おきたいと思います。 

●舟橋会長職務代理 

ありがとうございました。ただいまご

異議がございました。他に異議を申し立

てられるという意見ありますか。増田委

員どうぞ。 

●増田委員 

私も今回非常に迷って、修正された部

分というのはより周辺に配慮して、まち

づくりに配慮した修正だとは思うんで

すけれども、この小中一貫校を建てるた

めの用途変更もありますのでこれに関

しては、私はちょっと一番最初小学校だ

けを建てて中学校は今現在の近隣の中

学校に通うという計画があったにもか

かわらず小中一貫校にするという内容

が不鮮明なんですね、前回これは議会だ

ったと思うんですけれども説明があっ

たときに、全く住宅地が張り付いていな

いにもかかわらずそこから登校する人

への配慮とかあったりして、ちょっと小

中一貫校を作る根拠が私としては説明

が十分されていない、また住宅が張り付

いた場合には、その小中一貫校では生徒

数が増えるためにプレハブで過ごすん

だとそこまで図がかかれているという

か、私としては、その辺のことをもう一

度見直さなければ用途地域の変更とい

うのは認めがたいというところがあり

ますので、今回の４案件私も、神田委員

は大きな全体のことをいわれています

が、それもあるんですけれども、国文４

号線のことにつきましても、私は新しく

区画整理事業をしていくことに関して

本当に必要なのかどうかそういう観点

はあるんですけれど、それをおいたとし

ても今回の用途地域、今回の特に小中一
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貫校のあり方というのは不透明だと思

いますので、これに関しては賛成しかね

るということで異議を申しておきます。

●舟橋会長職務代理 

案件１でございますが高度地区のこ

とでございますが、反対の意見ございま

せんか。それでは反対意見ございました

ので採決とりたいと思います。原案に賛

成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

ありがとうございました。反対の方が

２名、他の方が賛成ということで原案ど

おり可決することにいたします。ありが

とうございました。 

それで今意見ございましたので、その

点につきましては、市の方におきまして

十分にご検討賜りたいと思います。 

続きまして案件２の北部大阪都市計

画彩都粟生地区地区計画の変更につい

て付議案件が妥当と判断して原案どお

り議決してよろしいか。 

（神田委員、異議あり） 

わかりました神田委員反対ですね。増

田委員もですね、わかりました。この地

区計画に関するご意見として、反対とい

うご意見ございますか。それでは反対の

異議のご意見の趣旨は先ほどと同じと

いうことで改めてうかがいませんが、他

に特に反対意見がないようですので採

決いたします。 

北部大阪都市計画彩都粟生地区地区

計画の変更について付議案件が妥当と

判断して原案どおり議決してよろしい

か。賛成の方は挙手願います。 

（賛成者 挙手） 

ありがとうございました。先ほどと同

様でございますのでよろしくお願いい

たします。 

それでは次に案件３に移りますが、北

部大阪都市計画用途地域の変更につい

て、これは諮問案件ですので、諮問原案

が妥当と判断してこれを答申の基本的

内容とすることについてご異議ござい

ませんでしょうか。 

さきほど同様に神田委員、増田委員か

らは反対のご意見がでております。他に

北川委員どうぞ。 

●北川委員 

案件については反対するわけではな

いですけれども、さきほどいいましたよ

うに国文４号線の必要性とか防災面で

の開発のあり方とかそういう面では意

見はたくさんあります、ですからこの案

件については反対するものではないで

すけれども、この開発自体には頭から賛

成できるものではないという意見はお

伝えしたいと。 

●舟橋会長職務代理 

後ほど付帯意見としてお伺いします

ので。今の付帯意見につきましては後で

お伺いますが 

基本的には、今回のこの案件３、用途

地域の変更につきまして諮問原案につ

きまして異議というのは他にはござい

ませんでしょうか。神田委員、増田委員

は先ほど同様ですね、わかりました。そ

れでは反対の意見が２名、それから付帯

意見の申し出がございましたので後ほ

ど伺いますが、まず諮問されました原案

について賛成か反対かということでお

伺いしますが、賛成の方は挙手願いま

す。 

（賛成者 挙手） 

ありがとうございました。反対の方が

２名ということですのでよろしくお願

いいたします。 

それでは北川委員、諮問に対する付帯

意見について簡潔にお願いします。 

●北川委員 

今申し上げたとおりですが、諮問案件
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につきましては反対するものではあり

ませんが、開発の全体像から考えて国文

４号線の必要性とか防災面から考えま

したら、頭から賛成できるものではない

ということで伝えておきます。 

●舟橋会長職務代理 

わかりました、用途地域の変更という

ことに関してはいいんですか。 

● 北川委員 

はい。 

●舟橋会長職務代理 

そうですか。それでは今の付帯意見と

いうのはどちらかといいますと、さきほ

ど藤沢市長からお話のありました周辺

道路ネットワークの問題とか、周辺地域

との関係性との問題いうことで、府に対

してどうこうということではなくて、箕

面市におかれまして十分に調整を図っ

ていただきたいということだと思いま

すので、特にこの案件３に対する付帯意

見ではないということで処理させてい

ただきます、ありがとうございました。

それでは以上をもちまして、案件１、

案件２、案件３が原案どおり承認された

ということで進めさせていただきます。

ありがとうございました。 

続きまして案件４「箕面市景観計画の

変更について」これを議題に取り上げた

いと思います。 

これも諮問案件でございます。それで

は最初に市から説明をお願いいたしま

す。 

案件４ 箕面市景観計画の変更につ

いて【諮問】 

●市（都市環境政策課 	村上） 

＜案件説明＞ 

●舟橋会長職務代理 

どうもご説明ありがとうございまし

た。ただ今案件４につきましてご説明い

ただきましたけれども、ご意見、ご質問

等お願いしたいと存じます。よろしくお

願いします。ご質問等ございませんでし

ょうか。あるいはご意見等ございません

でしょうか。はい、島村委員どうぞ。 

●島村委員 

別冊を読んでみました、資料別冊の３

ページ、真ん中ぐらいにずいぶん作文さ

れているんですが、私の言い方がまずい

かもしれませんが、２段ぐらいでしょう

か、真ん中ぐらいに「品格のあるまちづ

くりを進めております」と読みたかった

んですけれども「コンセプトに進めてお

ります」とこれはどういうことなんでし

ょうか。別な意味があるんでしょうか。

●舟橋会長職務代理 

別冊資料の３ページですね、市の考え

方の欄にちょうど中段「品格のあるまち

づくりをコンセプトに進めております」

と、ここのところの文意について少しご

説明いただければということでござい

ますが。 

●千田課長補佐 

都市環境政策課の千田が説明させて

いただきます。ここで品格のあるまちづ

くりというのをコンセプトにいれてい

ますのは、景観面から考えますと単に自

分の敷地、今回は特に中高層について計

画について色んな基準を設けています

が、例えば自分の所の敷地ならば何でも

自由度があって、好きなようにまちづく

りを進めるというのだけではなくて、周

辺景観、特に自分達がどんなふうに見ら

れるのか、今回の中高層の住宅地でした

ら単に自分たちの建物だけではなく、そ

こに発生する法面の緑化、敷地内の緑

化、敷地内でも 35 ％という箕面市では

異例の緑化率を設けています、また背後

地の山なみ景観なんかは、そこに住まう
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人だけではなく周辺を通られる方だけ

なく、特に４号線のアメニティ軸とかモ

ノレールの駅前広場からは住宅地を通

して山なみを眺望することができます、

そのように自分達だけではなく、広くこ

のまちを訪れる人たちがにぎわいなり

楽しみなりを持てる、そのような設計コ

ンセプトを持っていただく、という部分

で品格というのを言葉では表している

のかと思います。 

●島村委員 

コンセプトという言葉をあえて使わ

なくていいのかなと、一緒だと思うんで

すけれども。 

●舟橋会長職務代理 

これはいささか文言の解釈の問題か

なと思うんですけれども、「品格のある

まちづくりを進めております」というだ

けではいけないのかと、わざわざコンセ

プトというのを入れられたのはなぜで

しょうかというのが島村委員のご指摘

かと存じます。私がこんなこといってど

うかとおもいますが、考え方がそうであ

るということであって、直ちに品格のあ

るまちになるかどうかわからないと、逆

に読めばそういうことでもあると、ちょ

っといいすぎですかね。いやもうこの議

論はこれ以上しても仕方がないような

気もしますので、そういうお尋ねがあっ

たということで、他にご質問等ございま

せんか。はい、増田委員お願いします。

●増田委員 

どうしようかなということを非常に

迷っていたんですけれども、景観に対す

る考え方というのは私はこれまでも色

々やってきて進んでいるとは思うんで

すけれども、やはり資料の４の 13 ペー

ジにあります、自然豊かな地区の特性と

か、今の３ページの島村委員いわれた上

の部分なんですけれども、開発に際して

十分に自然環境調査を行いと書かれて

いるんですけれど、そういう部分からみ

ると、そういう部分からの景観というか

山なみを活かしてというのがあるんで

すけれども、私は完全にここは山なみと

か自然を壊してきているところですの

でね、そこにこういう文言を入れられる

と私としては非常に違和感を感じるん

ですよ、今開発されてそこを再開発され

るところ今から建て替えなんかが出て

くると思いますけれども、山麓部にあり

ます如意谷団地とか、建て替えとか出て

きたときにこの景観という言葉がぴっ

たり来ると思って聞けるんですけれど

も、今環境影響調査をしたというところ

ですけれども、私にとっては不十分だと

思いますんで、そういう中で自然豊かだ

とか山なみを活かすとかそういうこと

をいわれても少し違和感があるんです

よこの部分に関しましてはね、ですから

あえてこれを入れて来るというのは、箕

面の山なみ景観があるからだと思うん

ですけれどもね、何か違和感を感じなが

ら説明をお聞きしていて、何をどう聞け

ばいいのか致し方がないんですけれど

も、何か特にせっかく景観とかいって山

なみとか自然とか言われるんであれば、

あえて何かしているんだぞというのが

あればお聞かせください。 

●山田部長 

都市環境部部長の山田がご答弁させ

ていただきます。確かに今緑が切られて

しまって今痛々しい姿を現しているの

は事実です、ただ、そのままでいいのか

といったらそれではいけないというの

は誰も思うところでありまして、彩都の

造成に当たっては、地形上ひな壇のよう

な造成、法面の多い造成になるわけで

す。その法面とかをいかに復元緑化をす

るかということが非常に大切なことや
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と思うてます。そこのところで緑化の上

手さ下手さが将来的な景観に大きく左

右してある程度山なみが戻ってくるの

か戻ってこないのかここにかかってく

ると我々は思っています。そのようなこ

とから今回景観の中では緑地率 35 ％と

か、法面の緑化とか、借景とかいうよう

なことを非常に大切なコンセプトとい

たしまして他に負けない景観形成を図

っていきたいとこういう思いでここに

まとめさせていただいているというこ

とです。 

●増田委員 

景観としての思いとしてはそうだろ

うと思うんですけれども、先ほどの諮問

の中でも言い忘れたんですけれども周

辺の方達というのは、はがれていく状況

を見て驚いているというか、私の所に本

当に匿名の方からのお電話とかあった

りするんですね、そういうことで私はさ

っき賛成しかねるということを言った

んですけれども、景観の面でそれを強調

されるんであれば、もっと復元緑化そう

いうことを強調して入れられた方が私

はいいんじゃないかと私は思うんです。

今現在の自然豊かとか山なみを活かし

てとかではなくて、市の姿勢としては壊

してきたけれども復元緑化に励むんだ

と、そういうのをもっと前面に出さなけ

れば本当にきれい事を並べているだけ

にとられかねないと思うんですよ、これ

はそういうことに対してね、思いが部長

答えられてあるんであればそれをもっ

と私は強調すべきだと思うんですが、い

かがでしょうか。 

●吉田次長 

都市環境部の吉田です。今回諮問させ

ていただいている案件は、敷地ごとの今

後の建築計画に対していかに緑化を進

めていくのかこういったものが中心に

なってまして、増田委員おっしゃってい

る復元緑化というのは事業で切ったと

ころの山を公共の緑地も含めて積極的

に復元緑化しなさいという趣旨だと思

うんですが、今回の案件は、ちょっとは

ずれる部分かなと思います。事業で切っ

た所の山で公共的な緑地、当然積極的に

市として緑化を求めていくというスタ

ンスには間違いないと、ただ今回諮問さ

せていただいている図書の中でそれを

述べるということではないと思います

ので、ここではふれていないということ

です。 

●舟橋会長職務代理 

はい、ありがとうございます。他にご

ざいませんでしょうか。弘本委員お願い

いたします。 

●弘本委員 

この計画変更そのものの案について

は反対する要素があるとは思っていな

いんですけれども、一つ質問で教えてい

ただきたいのですけれども、建設をする

段階においてはこういう形での指導を

されていく、行為の制限をされていくと

いうのはそれなりの効果を発揮するだ

ろうとは思うんですけれども、４の 17 

ページの下の段の⑤にあるようにその

先の利用とか管理のあり方が非常に実

は重要になってくるかと思うんですけ

れども、そこについてどのような形で運

用されていくというような形になって

いくのかというところについて教えて

いただければと思うんですけれども。 

●吉田次長 

おっしゃるとおり、建設時はきれいで

も時間がたつと劣化していったりその

熱意がなくなったりということは、まま

あるお話だと思います。こういった景観

を一定維持したり向上させたりするの

はやはり地域のコミュニティだろうと
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思います。今回大規模地権者が共同住宅

を建てて販売してということになるん

ですけれども販売時にその辺を十分説

明をしていただくということと、その後

こういったところ共同住宅ですので管

理組合が必ずできる、管理組合を通して

当初の趣旨を節目ごとにお知らせした

り啓発したりということが、今後大事に

なってくるんじゃないかなと思ってい

ます。 

●弘本委員 

特にそのための協議会的なものをつ

くっていくようなビジョンのようなも

のを今のところはお持ちではないとい

うことなんでしょうか。 

●吉田次長 

現段階では、まだ販売もされておりま

せんし、販売のそういうお話があれば組

織作りのお手伝いをさせていただきた

いとは思っています。景観法の中で協定

制度もありますので、そういったことの

活用も含めて将来的には何かきっかけ

づくりはしていきたいなと思っていま

す。 

●舟橋会長職務代理 

ありがとうございました。他にご質問

ございませんか。二石委員お願いいたし

ます。 

●二石委員 

景観計画については特に異議を唱え

るものではないんですけれども、説明で

もありましたように彩都地区を魅力あ

るまち、良好な住宅地にしていくため

に、色んな地権者に制限を付している、

例えば緑地率 35 ％の確保もその一例な

んですけれども、この景観計画を運用し

ていった後はまもなく土地の使用収益

の開始が始まっていくわけなんですよ

ね、ですから箕面市としては、この景観

計画をいかにまちの中に定着させてい

くのか、このことが重要になっていきま

すんで、要はこれから使用収益が開始さ

れて条例協議や建築確認申請があった

ときに事業者の方と行政がいかに協働

してスムーズな定着を図っていくのか

ということが私は大きな課題やと思い

ますから、ここの都計審で景観計画を策

定した、後は行政がトップダウンで、事

業者の方に使用収益が開始をされてい

ないという理由でもって協議もしない

説明もしないということがないように、

並行に事業者としっかりと協働してこ

の景観計画の趣旨が活かされるように

市政の運営、事業者との対応をお願いし

たいと思います。この諮問とは直接関係

ありませんけれども、これからの市政運

営のあり方についてよろしくお願いし

ておきたいと思います。 

●舟橋会長職務代理 

ありがとうございました。他にご質問

ございませんか。藤井委員どうぞ。 

●藤井委員 

質問というよりお願いなんですけれ

どもね、まちなみを走ってますとね、皆

さんも気づいていると思いますが、意外

と生け垣をつぶしてはるんですね普通

の家がね、その後、地震の関係でしょう

けれどもブロック積を何ｍも積むよう

なことはやめてはりますけれど、基礎に

ブロック積みしてフェンスみたいなも

のをしてますけど、そういうとこ多々見

えるわけです。ようするに生け垣がなく

なっていっているんですよ。市の幹部の

方は生け垣、生け垣とおっしゃるけれど

も原因はじゃまくさいんか、手入れに費

用がかかるんかその辺はわかりません

が、個々によって違いますけれども事実

問題として生け垣はだんだん減ってき

てるんですよ、こういう計画立てるとき

はいつもこう言いはるんやけれどもね、
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地域以外の所も本来は指導せなあかん

のに指導していないと、なさるなら今継

続性の問題も言いはったけれども実効

性高めるならやはりここには直接書け

ませんけれども、補助出してあげると

か、１年間はシルバー人材センターをい

れてするとか、積極的な施策をしてもら

わんと、いつもいうとるんですけれど、

きれいな言葉だけ並べておわっとる。実

効性現実性が全くみられない、みんな頭

ばっかり賢くなって現実を全然みてな

い、もっと現実みながら優しさをそこに

入れてもらわんと、計画だけで終わって

みんなはいはいで終わって 10 年後見に

行ったらこうなっているんかどうか寂

しい気がする、現実いっぺん外を見て、

パトロール隊もあるんやから、こないだ

まで生け垣のとこがフェンス的になっ

たいうのをチェックしてみなさいよ。も

のすごいですよ今、現実はそうなってる

んですよ。それである地域だけ守れ守れ

いうのは寂しいと思うからやっぱり後

なんか優しさのフォローしてあげて下

さい、それだけで結構ですから。 

●舟橋会長職務代理 

ありがとうございました。先ほどの二

石委員、藤井委員のご意見を要望という

ことで受け止めていただければと思い

ます。笹川吉嗣委員どうぞ。 

●笹川（吉）委員 

景観法、建築基準法両方あると思うん

ですけれど、建築基準法に従って建てる

と完成検査を受けると、その時に例えば

戸建て住宅でいきますと0.5 ｍ後退して

植栽しなさいと、こういう規定という

か、まちづくりとして設定していますけ

れども、そういう場合の両機関とのつな

がりというのですか、実際には建築基準

法では建物完成よろしいと、景観法でい

くとお宅は植栽しなさいよと指導はし

てますとこれは現に現場はできません

と、こういう場合には両方ができないと

住むことができないとか、そういう条例

とかはあるんですか。 

●森田課長 

建築指導課長の森田です。今のご質問

ですけれども確認申請を出されて工事

が完了しましたら検査を受けていただ

くんですけれども、建築基準法の立場か

らいわせていただくと、敷地が明確に区

画されておれば建物は使っていただけ

るということです。生け垣も図面に明記

があれば、我々はそれも対象として検査

をさせていただいております。 

●笹川（吉）委員 

植栽の話はどうなるんですか。 

●千田課長補佐 

景観面から植栽、建物の形態、意匠、

色についても最終は検査をさせてもら

っています。検査がすまないと絶対住め

ないかというとそこまでの制約はかけ

ていません。実際にクリーム色の家を予

定していたのが、真っ黒やったり真っ赤

かというような事態が発生すれば、施主

との話し合いによってなるべく是正し

てもらうように指導はさせてもらいま

す。 

●笹川（吉）委員 

先ほど色、色彩について以前に審議会

でもでてましたんで理解できるんです

けれども、特に植栽となりますと、当然

費用はかかりますわね、藤井委員いわれ

るように是非植えてくれというなら、あ

る程度補助制度とか設けて、一部補助し

ますよと、それくらいの前向きな対応で

ね植栽をどんどんやって欲しいと、こう

いうなんができればいいなとそう思い

ます。ありがとうございました。 

●舟橋会長職務代理 

ありがとうございました。他にご意見
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ご質問等ありませんか、それでは特にも

うないかと思いますので、特に異議があ

るという方、はい、神田委員どうぞ。 

●神田委員 

現在未だ造成されていないところも

含めてこの計画区域に含まれておりま

すんで、そういう意味で私は今事業を止

めて計画そのものを抜本的に見直すと

最低限の費用負担で区画整理事業を終

結させるということが無駄な税金を無

駄な開発に投入するということになら

ないようにする必要があると思います

んで、当然今回の景観の手続きは必要な

こととは思いますけれども、区域を現在

未だ造成していないところまで区域に

含めて設定していますんで、そういう側

面から反対を表明しておきます。 

●舟橋会長職務代理 

はい、ありがとうございます。他に反

対の趣旨の方おられますか。ございませ

んですか。 

それではいま、反対のご意見がござい

ましたので採決に移りたいと存じます。

「箕面市景観計画の変更」案件４につき

まして諮問原案を妥当とする内容を答

申の基本的な内容とすることについて

賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者 挙手） 

ありがとうございました。賛成者多数

です。反対の方２名いらっしゃいますの

で、その点記録にとどめておいていただ

きたいと思います。ありがとうございま

した。 

それでは以上をもちまして本日の案

件１から４までの審議を終わったかと

思います。概ね４時６分前くらいで大体

の予定どおりということでありがとう

ございました。大変お忙しいなか、長時

間にわたりまして熱心にご審議賜りあ

りがとうございました。 

以上をもちまして本日の第２回箕面

市都市計画審議会を閉会いたします。ど

うもありがとうございました。 
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